
       新規事業採択時評価 

 

 

【河川事業】 

（直轄事業等） 

 高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え） 

 

【海岸事業】 

（直轄事業等） 

 西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業 
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担当課長名 山田　邦博

実施箇所 岡山県倉敷市

事業名
（箇所名）

高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替
え）

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

中国地方整備局

主な事業
の諸元

放水路：L=3.4km

事業期間 事業採択 平成２６年度 完了 平成４０年度

総事業費
（億円）

280

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当該地域は、S47.7洪水及びS51.9洪水で甚大な浸水被害が発生した。宅地化が進んだ現在において、戦後最大規模のS47.7洪水が再度発
生した場合、小田川沿川で最大約800ha、約3,500戸の家屋が浸水するおそれがある。
・浸水が想定される区域内には井原鉄道（第3セクター）、国道486号、市役所（支所）、総合病院、大型介護保健施設などが存在し、被災時に
は甚大な被害が予想される。

＜達成すべき目標＞
　S47.7規模の洪水に対して、小田川沿川の浸水被害を防止　（浸水家屋約3,500戸→0戸）

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

平成２５年度
B:総便益
(億円)

1,340 C:総費用(億円) 208 B/C 6.4 B-C 1,132

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：292戸
年平均浸水軽減面積： 78ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、S47.7規模の洪水に対して、小田川沿川の浸水被害を防止　（浸水家屋約3,500戸→0戸）

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
予算化については、妥当である。
＜都道府県の意見・反映内容＞
新規採択時評価に係る高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）の予算化について同意します。本事業により、過去幾多の被害が生
じてきた小田川流域において、治水安全度の向上を図るとともに、人口、資産が集中する倉敷市街地等において、水害リスクが軽減される非
常に効果の高い事業であることから、事業の新規採択とともに、早期完成を強く望みます。また、事業の実施にあたっては、環境・景観に十分
配慮し、コスト縮減の取組により総事業費の縮減をお願いします。

EIRR
（％）

16

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
事業費（+10%～-10%） 5.8 7.1
残工期（+10%～-10%） 6.2 6.6
資産（-10%～+10%） 5.8 7.0

＜新規事業採択時評価＞ 
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高梁川水系流域図

小
田
川

高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）  事業箇所位置図 

高梁川流域 位置図 

事業箇所 

高梁川直轄河川改修事業 

（小田川合流点付替え） 
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担当課長名 五道　仁実

実施箇所 神奈川県小田原市、大磯町、二宮町

事業名
（箇所名）

西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
保全課海岸室

事業
主体

関東地方整備局

主な事業
の諸元

岩盤型施設（仮称）、洗掘防護施設、沿岸漂砂礫流失抑制施設、養浜

事業期間 事業採択 平成２６年度 完了 平成４３年度

総事業費
（億円）

約181

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・西湘海岸背後には小田原市（約196千人）・二宮町（約29千人）・大磯町（約33千人）の住宅地等が広がるとともに、大磯町については海岸近く
に、町の中枢となる庁舎が存在する。また、通行量3万台/日の西湘バイパスがある。
・平成19年台風9号による西向きの沿岸流により大量の砂礫が海底谷へ流出し、大規模な海岸侵食が生じ、西湘バイパス西湘二宮IC付近におい
て、砂浜が完全になくなり護岸等が被災した。
・酒匂川から大磯港において、海底勾配が急峻な海底谷が迫ることから、酒匂川からの供給土砂の流出を防ぐとともに、通常時と高波浪時で方
向の異なる沿岸流に対しても砂礫流出を防ぐ、海岸侵食対策が必要。

＜達成すべき目標＞
・防護、環境及び利用の調和ある海岸保全を目指し、酒匂川から大磯港までの区間において、砂浜全体の回復を図る
・相模灘沿岸海岸保全基本計画を踏まえ最低限30ｍ以上の幅と適度な勾配をもつ砂浜とし、防災機能を最大限に発揮させる。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進する

平成２５年度
B:総便益
(億円)

241.5 C:総費用(億円) 120.1 B/C 2.0 B-C 121.4

便益の主
な根拠

年平均侵食軽減戸数：６戸
年平均侵食軽減面積：０．５ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

・相模湾沿岸海岸保全基本計画を踏まえ、最低限30m以上の幅と適度な勾配をもつ砂浜にすることで、防災機能が最大限に発揮できる。
・平成19年台風9号規模の波浪が発生しても、砂浜の防護機能を維持。
・釣り、海水浴、観光地引網などの利用がなされることで、地域の重要な観光資源としての効果が期待される。

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・予算化については、妥当である。

EIRR
（％）

11.8

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 1.8 2.2
残工期（+10%～-10%） 2.0 2.0
資産（-10%～+10%） 1.9 2.1

＜新規事業採択時評価＞

その他

・予算化については、妥当である。
＜都道府県の意見・反映内容＞
・相模湾は日本三大急深湾の一つであり、急峻な海底谷である相模トラフが湾奥まで迫っており、台風時には高波浪になりやすく、西湘海岸にお
いては、砂浜の侵食が著しいため、早期に対策を求められていることから、新規事業採択時評価に係る同事業の予算化に同意します。
・なお、事業の実施に当たっては、コスト縮減に努めるとともに、早期完成に向けて、着実な整備を進めていただきたい。
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【位置図 （西湘海岸直轄海岸保全施設整備事業）】

事業の内容
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■直轄海岸工事施行区域延長：約13km
・大磯（葛川東側）工区：2.5km
・大磯（葛川西側）工区：1.5km
・二宮工区 ： 2.2km
・小田原工区： 6.5km
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